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陸軍大臣官房編纂による日本陸軍の根幹資料

「陸軍成規類聚」資料集成
森松俊夫監修／松本一郎編・解説

�����

全４集完結
�����

陸軍成規類聚昭和版
〈第１集〉本書は陸軍のあらゆる活動の基準

となった根拠文書であり、巨大組織「日本陸

軍」の〈制度・組織・機構・教育等〉を研究

する上で不可欠な史料。底本は陸軍大臣官房

図書閲覧室所蔵版で、戦後には「法制改廃委

員会」が使用した「昭和一九年八月第三六版」。

全７巻・別巻１／揃１８９０００円

在
日
朝
鮮
人
運
動
史
研
究
会
監
修

◆
二
〇
一
一
年
五
月
刊
行
開
始
！
〈
予
約
受
付
中
〉

史
料
・
日
本
近
代
と「
弱
者
」

―
創
刊
号
（
一
九
五
九
）
～
一
〇
〇
号
（
一
九
九
〇
）
―

叢
書
１

在
日
朝
鮮
人
運
動
史
研
究
会
編

叢
書
２

在
日
本
朝
鮮
人
商
工
連
合
会
編

樋
口
雄
一
解
説

第
１
集

陸軍成規類聚 別冊
����

軍事秘密
����

〈第２集〉「成規類聚」で公開できない軍令・

通達などを収録。底本は偕行社所蔵版（最終

追録一九年一一月）。 全１巻／２９４００円

陸軍成規類聚 明治版
〈第３集〉日露戦争後の陸軍軍制を知る上で

必須の史料。底本は靖国偕行文庫所蔵版（明

治四四年二月第六版）。 全３巻／揃６３０００円

「陸軍成規類聚」研究資料
〈第４集〉本書は「成規類聚」の概説書とし

て
�

１「陸軍軍制史梗概」（山崎正男）、
�

２「山

崎正男氏対談記」、
�

３「陸軍軍制史話」〈原題

「軍制よもやま話」〉を収録。 全１巻／１８９００円

特
別
支
援
・
特
別
ニ
ー
ズ

教
育
の
源
流
�

鈴
木
治
太
郎
の
教
育
改
革

と
適
能
教
育
論

�

橋
智
・
前
田
博
行
・
石
川
衣
紀
編

■
各
巻
収
録
史
料

１
巻

明
治
期
の
画
一
的
教
育
批
判
と「
特
別
学
級
」の
試
み

大
正
期
大
阪
の
都
市
教
育
問
題
１

２
巻

大
正
期
大
阪
の
都
市
教
育
問
題
２

３
巻

知
能
測
定
法
標
準
化
実
験
１

４
巻

知
能
測
定
法
標
準
化
実
験
２
／
付
録

５
巻

大
阪
市
特
別
学
級
編
制
１

６
巻

大
阪
市
特
別
学
級
編
制
２

７
巻

大
阪
市
特
別
学
級
編
制
３

８
巻

知
的
障
害
児
教
育
の
制
度
化

９
巻

「
優
秀
児
」
調
査
・
研
究
／
他

別
巻

解
説

◆
全
９
巻
・
別
巻
１
／
揃
２
１
０
、０
０
０
円

虐
げ
ら
れ
た
者
の
生
活
と
魂
の
救
済
に
生
き
た
ハ
ル
の
初
の
史
料
集
！

現
代
日
本
教
育
の「
格
差
・
貧
困
」「
発
達
・
障
害
」を
考
え
る
原
典
史
料
！

朝
鮮
民
衆
の
過
酷
な
生
活
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
た
初
の
史
料
集
！

戦
時
下
朝
鮮
民
衆
の
生
活

賀
川
ハ
ル
史
料
集

三
原
容
子
編
／
解
説

大
正
期
神
戸
の
ス
ラ
ム
で
の
貧
民
救
済
、
大
震
災

の
救
援
活
動
、
日
本
最
初
の
職
業
婦
人
・
婦
人
労

働
者
の
組
織
化
等
、
ハ
ル
は
夫
・
豊
彦
と
共
に
母

と
し
て
女
性
と
し
て
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
社
会

事
業
、
婦
人
運
動
、
伝
道
活
動
に
命
を
捧
げ
た
。

◆
全
３
巻
／
１
２
８
０
頁
／
揃
８
４
、０
０
０
円

�

口
雄
一
編
／
解
説

韓
国
併
合
百
年
。
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
日
本
が

朝
鮮
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
か
。
そ
の
答
え
は

朝
鮮
民
衆
、
そ
の
多
数
を
占
め
た
農
民
の
日
常
生

活
の
中
に
あ
る
。
本
史
料
集
は
民
衆
の
基
本
的
生

存
条
件
で
あ
る
食
と
健
康
を
中
心
に
農
民
の
動
向

・
言
動
を
通
じ
て
、
戦
時
下
朝
鮮
民
衆
の
生
活
の

実
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

◆
全
４
巻
／
２
１
０
０
頁
／
揃
８
４
、０
０
０
円

鑑
賞
文

綴
方
讀
本

中
内
敏
夫
監
修

大
正
～
昭
和
の
児
童
文
化
・
社
会
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
生
活
綴
方
の
原
点
。
創
刊
一
年
（
大
正

１４
年
）
に
し
て
４０
万
部
を
記
録
、
当
時
全
国
の
子

供
た
ち
に
最
も
読
ま
れ
た
日
本
最
初
の
学
年
別
児

童
雑
誌
（
総
五
六
八
冊
収
録
）
。
一
九
二
〇
―
三

〇
年
代
の
教
育
史
、
社
会
史
、
家
族
史
、
児
童
文

学
史
に
と
っ
て
の
根
本
史
料
。

●
解
説
�

梶
村
光
郎
／
上
笙
一
郎
／
平
岡
さ
つ
き

●
推
薦
�

大
田
堯
／
竹
内
常
一
／
中
野
光
／
野
地

潤
家
／
三
上
達
也

◆
全
１６
巻
・
別
巻
１
／
揃
４
１
７
、９
０
０
円

全
巻
完
結

朝
鮮
史
研
究
会
会
報

朝
鮮
史
研
究
会
編

戦
後
日
本
の
朝
鮮
史
研
究
の
歴
史
を
知
る
上
で
必

須
の
文
献
で
あ
り
、
日
本
朝
鮮
史
学
界
の
歩
み
を

克
明
に
記
録
し
た
第
一
級
史
料
で
あ
る
。
尚
、
別

巻
と
し
て
総
目
録
・
索
引
を
付
す
。

◆
全
３
巻
・
別
巻
１
／
揃
４
７
、２
５
０
円

在
日
朝
鮮
人
資
料
叢
書

本
叢
書
は
今
日
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
に
関
す
る
史
料
・
記
録
・
研
究
の
成
果
と
発
掘
を
ふ
ま
え

て
、
広
く
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
人
々
が
活
用
で
き
、
一
層
の
理
解
・
認
識
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
在
日
朝
鮮
人
運
動
史
研
究
会
の
会
員
を
中
心
に
多
様
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
企
画
し

た
。
「
韓
国
併
合
」
一
〇
〇
年
を
経
て
、
新
た
な
日
本
と
朝
鮮
の
友
好
・
交
流
を
築
い
て
い
く
た
め
に
も
、
資
料
で
在
日

朝
鮮
人
・
韓
国
人
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
の
意
義
は
大
変
大
き
い
も
の
と
考
え
る
。

第一回同時配本

在
日
本
朝
鮮
人
商
工
便
覧
１
９
５
７
年
版

『
在
日
朝
鮮
人
史
研
究
』
収
録
の
附
属
資
料
を
再
編
集
、
通
覧
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
他
の
諸
史
料
集
で
は
見
る

こ
と
の
出
来
な
い
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
に
関
す
る
資
料
を
多
数
収
録
。

◆
定
価
�

２
５
、２
０
０
円
（
Ａ
５
判
・
１
１
０
０
頁
・
上
製
・
ケ
ー
ス
入
り
）

戦
後
初
め
て
の
本
格
的
な
在
日
朝
鮮
人
の
商
工
業
実
態
に
関
す
る
全
国
的
調
査
資
料
。
巻
末
に
、
在
日
本
朝
鮮
人

商
工
連
合
会
編
『
調
査
月
報
』
の
附
属
資
料
を
付
す
。

◆
定
価
�

６
、３
０
０
円
（
Ａ
５
版
・
２
８
０
頁
・
上
製
・
ケ
ー
ス
入
り
）

在
日
朝
鮮
人
史
資
料
集
全
２
巻

〒１７３―０００４東京都板橋区板橋１―１３―１
�

０３（３５７９）５４４４ ●表示価格は税込です

復
刻

東京都板橋区板橋１―１３―１
�

０３（３５７９）５４４４ ●表示価格は税込です

全
四
巻

陸軍刑事法制の実態解明に不可欠。また、近代日本の軍事史・
法制史・社会史・歴史・日本史等の研究者、研究機関必備！

〒173―0004　東京都板橋区板橋1―13―1
☎ 03（3579）5444
［消費税が別途加算されます］

◉下記の書店にお申し込みください。

◆
推
薦
し
ま
す

◆
推
薦
し
ま
す

日
本
近
代
史
研
究
進
展
の
た
め
の
超
一
級
資
料

遠
藤
芳
信
︵
北
海
道
教
育
大
学　

函
館
校
教
授
︶

　

こ
の
た
び
、
松
本
一
郎
獨
協
大
学
名
誉
教
授
の
編
纂
・
解
説
に
よ
り
『
陸
軍
軍
法
会
議
判
例

集　

全
四
巻
』
が
緑
蔭
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
こ
こ
に
近
代

日
本
の
軍
制
史
・
法
制
史
・
社
会
史
等
の
研
究
を
進
展
さ
せ
る
超
一
級
資
料
と
し
て
推
薦
し
、

か
つ
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

第
一
に
、
従
来
、
陸
軍
の
刑
事
事
件
に
対
す
る
司
法
権
行
使
の
特
別
裁
判
所
と
し
て
設
置
さ

れ
た
陸
軍
軍
法
会
議
（
海
軍
は
海
軍
軍
法
会
議
）
の
個
々
の
判
決
は
、「
公
開
」「
開
示
」
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

陸
軍
軍
法
会
議
管
轄
の
具
体
的
な
犯
罪
罪
名
は
、
陸
軍
省
編
集
・
刊
行
の
『
陸
軍
省
統
計
年

報
』
に
お
い
て
、
統
計
的
件
数
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
す
。
し
か
る
に
、
本
判
例

集
に
は
、
た
と
え
ば
、
第
一
巻
に
「
甘
粕
事
件
」（
大
杉
栄
殺
害
）
の
殺
人
罪
判
決
や
「
不
敬

罪
」
の
判
決
等
が
収
録
さ
れ
、
第
二
巻
と
第
三
巻
に
は
「
抗
命
」「
逃
亡
」「
辱
職
」「
違
令
」

「
結
党
」
等
の
陸
軍
刑
法
特
有
の
罪
名
や
治
安
維
持
法
違
反
の
判
決
が
多
数
収
録
さ
れ
、
軍
隊
の

紀
律
・
勤
務
態
様
と
支
配
秩
序
維
持
及
び
対
社
会
関
係
等
を
鮮
明
に
汲
み
取
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
。

　

第
二
に
、
第
四
巻
収
録
の
『
陸
軍
軍
法
会
議
関
係
諸
法
規
』
は
、
軍
法
会
議
の
体
系
的
な
解

明
・
考
察
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
特
に
、
当
時
の
『
官
報
』『
法
令
全
書
』
に
収
録
さ
れ
な

か
っ
た
陸
軍
省
の
令
達
（「
陸
普
」「
送
乙
」
等
の
内
部
通
牒
文
書
）
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
貴
重
で
す
。
さ
ら
に
、
同
巻
に
は
復
員
局
『
陸
軍
軍
法
会
議
廃
止
に
関
す
る
顛
末
書
』

が
収
録
さ
れ
、
特
に
、
①
軍
法
会
議
廃
止
と
後
継
裁
判
所
と
の
間
の
事
務
継
承
、
②
一
九
五
二

年
の
「
講
和
恩
赦
」
に
先
立
つ
、
一
九
四
六
年
の
受
刑
者
釈
放
、
③
「
刑
事
統
計
」（「
中
華
民

国
」
等
に
お
け
る
「
掠
奪
」「
戦
地
強
姦
同
致
死
傷
」
の
罪
名
件
数
）、
等
の
関
係
記
述
は
出
色

の
資
料
で
す
。

　

私
は
「
弁
護
人
抜
き
裁
判
」
が
司
法
界
等
で
云
々
さ
れ
た
三
十
数
年
前
に
、
軍
制
史
専
攻
の

視
点
か
ら
陸
軍
司
法
制
度
と
軍
法
会
議
に
関
す
る
研
究
を
歴
史
学
研
究
会
の
会
誌
に
寄
稿
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、「
暗
黒
裁
判
」
と
い
う
べ
き
軍
法
会
議
で
の
不
条
理
な
裁
き

を
小
説
化
し
た
結
城
昌
治
の
『
軍
旗
は
た
め
く
下
に
』
が
脳
裏
を
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
本

判
例
集
は
陸
軍
司
法
制
度
等
の
研
究
深
化
に
と
っ
て
大
い
に
寄
与
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

軍
法
会
議
の
本
質
解
明
に
不
可
欠
の

第
一
級
資
料

山
本
政
雄
︵
防
衛
大
学
校　

防
衛
学
教
育
学
群
准
教
授
︶

特
別
裁
判
所
の
設
置
を
禁
じ
た
日
本
国
憲
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る

軍
法
会
議
は
、
今
日
の
我
が
国
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
後
の
法
学
界
は
本
制
度

に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
等
閑
視
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
員
制
度

の
発
足
を
契
機
と
し
て
、
陪
審
制
度
を
採
用
し
て
い
た
戦
前
の
刑
事
裁
判
が
注
目
さ
れ
る
等
、

大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
刑
事
司
法
制
度
に
も
、
こ
れ
か
ら
の
司
法
制
度
を
考
え
て
い
く
上
で

大
い
に
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
時
恰
も
、
今
回
、
松
本
一
郎
先
生
の
編
纂
に
よ
る
『
陸
軍
軍

法
会
議
判
例
集
』
全
四
巻
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
何
物
に

も
代
え
難
い
朗
報
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
先
生
が
「
編
纂
に
あ
た
っ
て
」
で
述
べ
て
お
ら
れ

る
と
お
り
、
法
学
に
お
け
る
判
例
研
究
の
重
要
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
従
来
こ
の
種
の
刊
行
資
料

が
、
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
刑
事
訴
訟
法
）
で
も
控
訴
及
び
上
告
と
し
て
規
定

し
て
い
た
上
訴
権
に
つ
い
て
、
軍
法
会
議
法
で
は
法
令
違
反
を
対
象
と
し
た
上
告
に
限
定
し
て

い
た
。
そ
の
理
由
は
、
軍
裁
判
は
「
一
旦
言
渡
シ
タ
ル
裁
判
ハ
迅
速
ニ
之
ヲ
執
行
」
す
る
と
と

も
に
「
控
訴
軍
法
会
議
ヲ
設
ク
ル
ニ
ハ
法
ノ
精
神
ト
ス
ル
軍
裁
判
権
ト
軍
司
令
権
ト
ノ
一
致
ヲ

犠
牲
ニ
供
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
不
可
能
」
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。（
日
高
巳
雄
『
陸
軍
軍
法
会
議

法
講
義
』
昭
和
九
年
）。
こ
こ
に
、
軍
法
会
議
の
本
質
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
統
帥
権
の
影
響

が
不
可
避
で
あ
っ
た
司
法
権
行
使
の
実
態
を
知
る
上
で
、
判
例
研
究
の
必
要
性
は
、
む
し
ろ
通

常
裁
判
以
上
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
究
極
と
も
言
う
べ
き
判
例
の

研
究
と
し
て
、
先
生
が
既
に
『
二
・
二
六
事
件
裁
判
の
研
究
』（
緑
蔭
書
房
、
平
成
一
一
年
）
を

世
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

今
ま
た
こ
こ
に
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
法
会
議
に
関
す
る
法
学
分
野
の
み

な
ら
ず
、
旧
日
本
軍
の
特
質
解
明
に
取
り
組
む
軍
事
史
研
究
等
、
様
々
な
分
野
で
の
研
究
が
大

い
に
進
捗
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
て
止
ま
な
い
。

―関連図書のご案内― ―本資料集の構成― 松
本
一
郎
編・解
説︵
獨
協
大
学
名
誉
教
授
︶

陸
軍
軍
法
会
議
判
例
集

1
陸
軍
軍
法
会
議
判
決
録
第
一
巻　
松
島
邦
夫
編

2
陸
軍
軍
法
会
議
判
決
録
第
二
巻　
松
島
邦
夫
編

3
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
判
例
集
憲
警
研
究
学
会
編

4
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
判
決
要
録
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
編

◆
参
考
資
料
︿
４
巻
に
収
録
﹀

陸
軍
刑
法
・
陸
軍
軍
法
会
議
法　

◆
関
連
資
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︿
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﹀
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軍
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諸
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軍
刑
法
部
長
会
同
決
議
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法
会
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法
研
究　
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衛
師
団
軍
法
会
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軍
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法
会
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止
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す
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末
書　
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局
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体
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判
・
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製
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・
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ス
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り
・
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４
０
０
頁

定
価　
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０
０
０
円
＋
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刊
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７
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一
括
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▼
知
ら
れ
ざ
る
軍
法
会
議
の
実
態
！

今
回
、初
め
て
軍
法
会
議
の
裁
判
記
録（
判
決
書
）を
関
連
資
料
と
併
せ
て
刊
行
す
る
！

緑
蔭
書
房

陸
軍
軍
法
会
議

判
例
集
全
四
巻

松
本
一
郎
編・解
説
︵
獨
協
大
学
名
誉
教
授
︶

▼
現
代
の
日
本
で
は
︑
軍
法
会
議
と
い
え
ば
︑

憲
兵
制
度
と
と
も
に
︑
戦
前
の
旧
陸
海
軍
に
お
け
る

非
人
道
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
︑
ま
た
戦
後
は
︑
軍
法
会
議
が

存
在
し
な
い
と
い
う
事
情
と
︑
当
時
の
裁
判
資
料
の

欠
如
に
よ
り
今
日
ま
で
そ
の
実
態
は
知
ら
れ
て
な
い
︒

▼
今
回
の
新
発
掘
し
た
裁
判
記
録
が
軍
法
会
議
の

本
格
的
研
究
の
端
緒
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒
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60000
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編
纂
に
あ
た
っ
て

�

松
本
一
郎
（
獨
協
大
学
名
誉
教
授
）

　

紙
に
書
か
れ
た
法
規
が
社
会
で
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
て
い
る
か
は
、
裁

判
事
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
知
る
ほ
か
は
な
い
。
判
例
は
、
と
き
に
立
法
者
の
意
を
越

え
て
法
の
規
定
を
縮
小
、
あ
る
い
は
拡
張
し
て
解
釈
す
る
機
能
を
発
揮
し
、
事
実
上
の
法

源
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
法
学
で
判
例
が
重
要
視
さ
れ
、
夥
し
い
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ

て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
理
は
、
軍
法
会
議
判
例
に
つ
い
て
も
異
な
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
菅
野
保
之
陸
軍
法
務
中
佐
が
著
書
の
中
で
嘆
い
た
よ
う
に
（『
陸
軍
軍
法
会
議
法
原

論
』
上
巻
十
四
頁
・
昭
和
一
九
年
）、
軍
法
会
議
判
例
の
研
究
は
皆
無
で
あ
る
ば
か
り
か
、

判
例
集
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
情
報
の
開
示
に
き

わ
め
て
消
極
的
だ
っ
た
軍
の
体
質
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
幸
い
に
し
て
本
書
に
は

数
点
の
資
料
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

中
で
も
第
一
・
二
巻
に
収
録
し
た
松
島
邦
夫
編
『
陸
軍
軍
法
会
議
判
決
録
』
は
、
同
氏

が
陸
軍
法
務
官
試
補
と
し
て
実
務
研
修
を
し
て
い
た
昭
和
一
二
年
に
、
個
人
的
に
収
集
し

た
大
正
元
年
か
ら
昭
和
一
二
年
ま
で
の
判
例
二
二
八
件
（
近
衛
師
団
ま
た
は
第
一
師
団
の

軍
法
会
議
判
例
が
大
半
を
占
め
る
）
を
ま
と
め
た
、
お
そ
ら
く
は
全
国
で
た
だ
一
点
し
か

な
い
異
色
の
文
献
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
カ
ー
ボ
ン
紙
複
写
の
手
書
き
の
も
の
で

あ
っ
て
、
判
決
書
原
本
・
謄
本
用
と
し
て
作
成
し
た
書
類
の
余
部
と
認
め
ら
れ
る
。

　

第
三
巻
の
『
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
判
例
集
』
は
、
上
告
審
で
あ
っ
た
高
等
軍
法
会
議
の

大
正
一
一
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
の
判
例
一
四
三
件
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
四
巻

の
『
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
判
決
要
録
』
は
、
右
『
判
例
集
』
の
要
旨
集
で
あ
る
。
と
く

に
、
大
審
院
判
例
が
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か
っ
た
「
陸
軍
刑
法
」
に
つ
い
て
の
判
例
は
貴
重

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
と
関
連
資
料
と
し
て
掲
げ
た
諸
文
献
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陸
軍
刑
事

法
制
の
実
態
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

昭
和
一
二
年
松
島
陸
軍
法
務
官
試
補
が
研
究
の
た
め
に
収
集

し
、
編
集
し
た
軍
法
会
議
判
決
集
で
、
二
二
八
件
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
判
決
（
決
定
）
書
原
本
と
同
時

に
カ
ー
ボ
ン
紙
複
写
で
作
成
さ
れ
た
写
し
で
あ
る
。
犯
罪
別
に

見
る
と
、
普
通
刑
法
犯
一
六
一
件
、
陸
軍
刑
法
犯
五
二
件
な
ど

と
な
っ
て
お
り
、
甘
粕
大
尉
に
よ
る
大
杉
栄
ら
殺
人
事
件
判
決

も
そ
の
中
に
あ
る
。
陸
軍
法
制
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
料
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
兵
士
ら
の
軍
隊
生
活
の
実
態
を
赤
裸
々
に

示
す
貴
重
な
一
次
史
料
で
あ
る
。

　

大
正
一
一
年
以
降
昭
和
六
年
ま
で
一
○
年
間
に
お
け
る
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
判
決
の
う
ち
参
考

と
な
る
も
の
の
要
旨
を
、
法
令
別
・
条
文
別
に
分
類
、
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
陸
軍
刑
法
で
は

一
六
ヶ
条
、
陸
軍
軍
法
会
議
法
で
は
五
六
ヶ
条
に
つ
い
て
、
判
決
要
旨
を
掲
げ
る
。

　

正
確
に
は
、「
陸
軍
刑
法
に
関
す
る
法
務
部
長
会
同
決
議
綴
」
と
表
示
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
法

務
部
長
と
は
、
各
軍
・
各
師
団
法
務
部
の
長
を
い
う
。
会
同
を
主
催
し
た
陸
軍
省
法
務
局
の
編
集
に

よ
る
も
の
で
、
昭
和
一
六
年
の
発
行
と
推
定
さ
れ
る
。
陸
軍
刑
法
解
釈
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
会

同
参
加
者
の
多
数
意
見
の
ほ
か
に
、
陸
軍
省
法
務
局
の
各
機
関
か
ら
の
質
疑
・
照
会
に
対
す
る
見
解

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

奥
付
が
な
い
が
、
大
正
三
年
の
陸
軍
省
通
牒
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
年
の
発
行
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
陸
軍
治
罪
法
時
代
の
古
い
陸
軍
法
制
を
調
べ
る
上
で
役
立
つ
資
料
で
あ
る
。

　

近
衛
軍
法
会
議
に
お
い
て
、
陸
軍
軍
法
会
議
法
に
関
す
る
高
等
軍
法
会
議
判
決
要
旨
と
法
務
部
長

会
同
決
議
要
旨
を
、
逐
条
的
に
ま
と
め
た
小
冊
子
で
あ
る
。
内
容
は
、
昭
和
一
六
年
第
一
八
回
会
同

を
最
後
と
す
る
。

　

昭
和
二
三
年
九
月
厚
生
省
復
員
局
法
務
調
査
部
（
当
時
）
が
作
成
し
た
、
陸
軍
軍
法
会
議
の
後
継

裁
判
所
に
対
す
る
事
務
引
継
ぎ
状
況
の
記
録
と
、
軍
法
会
議
関
係
諸
調
査
書
類
、
関
係
法
令
等
を
収

録
し
た
謄
写
版
印
刷
の
冊
子
で
あ
る
。
多
数
の
別
紙
・
別
表
が
含
ま
れ
て
お
り
、
と
く
に
犯
罪
統
計

に
関
す
る
資
料
は
貴
重
で
あ
る
。

　

陸
軍
軍
法
会
議
法
が
施
行
さ
れ
た
大
正
一
一
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
の
陸
軍
高
等
軍
法
会

議
判
決
一
四
三
件
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
陸
軍
高
等
軍
法
会
議
と
は
、
始
審
（
第
一
審
）

陸
軍
軍
法
会
議
の
上
告
審
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
判
断
は
判
例
法
と
し
て
の
重
要
な
意

義
を
持
っ
て
い
た
。

　

▼
本
資
料
集
の
構
成

1
巻　陸軍

軍
法
会
議
判
決
録　
第
一
巻

松
島
邦
夫
編

2
巻　陸軍

軍
法
会
議
判
決
録　
第
二
巻

松
島
邦
夫
編

3
巻陸軍

高
等
軍
法
会
議
判
例
集

憲
警
研
究
学
会
編
・
大
学
書
房
・
昭
和
７
年

4
巻陸軍

高
等
軍
法
会
議
判
決
要
録

陸
軍
高
等
軍
法
会
議
編

◆
関
連
資
料
〈
４
巻
に
収
録
〉

陸
軍
軍
法
会
議
関
係
諸
法
規

軍
法
会
議
法
研
究 

近
衛
師
団
軍
法
会
議

陸
軍
軍
法
会
議
廃
止
に
関
す
る
顛
末
書 

復
員
局

陸
軍
刑
法
部
長
会
同
決
議
綴

　
一
巻
　
収
録
内
容

■
刑
法

不
敬
罪 

住
居
侵
入
罪 

偽
証
罪

賭
博
罪

賄
賂
罪

殺
人
罪

傷
害
罪

業
務
上
過
失
傷
害
罪 

業
務
上
過
失
致
死
罪
・
過
失
致
死
罪

強
姦
罪

窃
盗
罪

　
二
巻
　
収
録
内
容

■
刑
法 

詐
欺
恐
喝
罪

文
書
署
名
偽
造
変
造
行
使 

横
領
罪

■
陸
軍
刑
法 

決
定 

抗
命
罪

暴
行
脅
迫
罪
・
侮
辱
罪 

逃
亡
罪

軍
用
物
損
壊
罪 

辱
職
罪
・
違
令
罪

■
特
別
法 

警
察
犯
処
罰
令
違
反 

治
安
維
持
法
違
反

医
師
法
違
反

狩
猟
法
違
反

地
方
競
馬
規
則
違
反 

暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
違
反 

市
会
議
員
選
挙
罰
則
違
反

電
信
法
違
反


